
●
持
ち
物
…
裁
縫
道
具
、
着
物

●
費
用
…
２
千
円
（
初
回
一
括
）

萩
野
セ
ン
タ
ー（
☎
５
５
０・
２
７
２
２
）

▽
布
ぞ
う
り

２
回
で
１
足
仕
上
げ

ま
す
。

●

日
時
…
５
月
29
日
㈬
・
30
日
㈭

午
後
１
時
〜
３
時

●
講
師
…
手
工
芸
講
師

●
定
員
…
６
人
（
申
込
み
順
）

●
費
用
…
千
円
（
初
回
一
括
、
材
料

費
込
み
）

▽
押
し
花
ア
ー
ト

押
し
花
を
素
敵

な
小
物
に
仕
上
げ
ま
す
。

●
日
時
…
毎
月
第
３
木
曜
日
（
祝
日

を
除
く
）
午
後
１
時
30
分
〜
３

時
●
講
師
…
橋
壁
真
左
美
さ
ん

●
定
員
…
５
人
（
申
込
み
順
）

●
費
用
…
１
回
千
円
（
材
料
費
別
）

▽
ス
マ
ホ
教
室
（
入
門
編
）
基
本

的
な
使
い
方
を
教
え
ま
す
。

●
日
時
…
６
月
11
日
㈫

午
後
２
時

〜
３
時
30
分

●
講
師
…
あ
き
る
台
病
院
シ
ス
テ
ム

エ
ン
ジ
ニ
ア

●
定
員
…
５
人
（
申
込
み
順
）

●
費
用
…
無
料

高
齢
者
げ
ん
き
応
援
事
業

▽
受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５

時
（
平
日
）

▽
対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

方
▽
担
当
課

高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

支
援
係

開
戸
セ
ン
タ
ー（
☎
５
５
０・
２
７
５
５
）

▽
や
さ
し
い
詩
吟
教
室

詩
吟
の
発

声
法
で
童
謡
も
楽
し
め
ま
す
。

●
日
時
…
毎
月
第
２
・
第
４
月
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）
午
前
10
時
30
分

〜
正
午

●
講
師
…
山
根
嘉
王
さ
ん

●
定
員
…
５
人
（
申
込
み
順
）

●
費
用
…
１
回
５
０
０
円

▽
き
も
の
リ
メ
イ
ク（
ワ
ン
ピ
ー
ス
）

ゆ
か
た
、
絽ろ

の
着
物
で
夏
用
ワ
ン

ピ
ー
ス
を
作
り
ま
す
。

●
日
時
…
６
月
７
日
㈮
・
12
日
㈬
・

21
日
㈮
（
全
３
回
）
午
後
１
時

30
分
〜
３
時

●
講
師
…
松
本
直
美
さ
ん

●
定
員
…
10
人
（
申
込
み
順
）

▽
高
齢
者
対
象
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
体

験
会

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
基
本

的
な
使
い
方
な
ど
を
学
ぶ
初
心
者

向
け
の
体
験
会
で
す
。

▽
日
時

６
月
19
日
㈬

①
午
前
９

時
〜
正
午
、
②
午
後
２
時
〜
５
時

（
①
②
と
も
に
同
じ
内
容)

▽
場
所

中
央
公
民
館

▽
対
象

市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の

方
▽
定
員

30
人
（
抽
選
）

▽
持
ち
物

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
貸

し
出
し
も
可
能
で
す
）

▽
費
用

無
料

▽
申
込
み
方
法

６
月
12
日
㈬
ま
で

に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
普
及
啓
発
事
業
事
務
局

（
☎
03
・
６
７
７
５
・
９
４
８
０
、

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

充
電
池
類
が
原
因
の
発
火
件
数
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
充
電
池
が
取
り

外
せ
な
い
製
品
群
は
、
有
害
ご
み
で

す
。

▽
具
体
的
な
分
別
例

●
使
用
済
小
型
電
子
機
器
…
電
動
歯

ブ
ラ
シ
、
電
子
辞
書
端
末
、
デ
ジ

タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど

●
充
電
池
が
取
り
外
せ
な
い
製
品
群

（
有
害
ご
み
）
…
ス
マ
ー
ト
ス

ピ
ー
カ
ー
、
電
子
た
ば
こ
な
ど

※
掲
載
し
た
製
品
は
あ
く
ま
で
一
例

で
す
。
詳
し
く
は
「
あ
き
る
野
市

資
源
と
ご
み
の
出
し
方
カ
レ
ン

ダ
ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

サ
イ
ク
ル
係

受
け
付
け
し
ま
す
。

▽
そ
の
他

お
住
ま
い
の
地
区
の
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
も
申
請

に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

▽
問
合
せ

●
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
支
援
係

（
直
通
５
５
８
・
１
９
５
３
）

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

＊
東
秋
留
地
区
…
東
部
高
齢
者
は
つ

ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
５
９
・
１

３
２
０
）

＊
多
西
地
区
、
西
秋
留
地
区
…
中
部

高
齢
者
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
☎

５
５
０
・
６
１
０
１
）

＊
増
戸
地
区
、
五
日
市
地
区
、
戸
倉

地
区
、
小
宮
地
区
…
五
日
市
は
つ

ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
６
９
・
８

１
０
８
）

利
用
者
宅
の
電
球
を
通
信
機
能
付

き
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
に
交
換
し
、
16
時
間

継
続
し
て
、
一
度
も
点
灯
や
消
灯
が

確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
、
民
間

受
信
セ
ン
タ
ー
に
自
動
で
通
報
を
行

い
、
本
人
や
親
族
な
ど
に
連
絡
を
取

り
、
安
否
確
認
を
行
い
ま
す
。

▽
対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

一
人
暮
ら
し
か
同
居
親
族
の
不
定

期
な
長
期
不
在
な
ど
で
生
活
実
態

が
一
人
暮
ら
し
と
認
め
ら
れ
る
方

▽
費
用

無
料

▽
申
込
み
方
法

高
齢
者
支
援
課
か

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
で

充
電
池
搭
載
品（
有
害
ご
み
扱
い
）の

適
正
分
別
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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工
事
不
要
！

電
球
を
用
い
た
高
齢
者

見
守
り
事
業
申
込
受
付
中

中
央
公
民
館
だ
よ
り

申
込
み
・
問
合
せ

（
☎
５
５
９・
１
２
２
１
）

除
く
）を
監
護
し
て
い
る
父
、
母
、

養
育
者

＊
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

＊
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

＊
父
か
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

児
童

＊
父
か
母
が
生
死
不
明
の
児
童

＊
父
か
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

い
る
児
童

＊
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

命
令
を
受
け
た
児
童

＊
父
か
母
が
法
令
で
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
児
童

＊
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児

童
●
手
当
額
（
月
額
）

＊
全
部
支
給
…
４
万
５
５
０
０
円

＊
一
部
支
給
…
４
万
５
４
９
０
円
〜

１
万
７
４
０
円

＊
第
２
子
加
算
額
…
全
部
支
給
１
万

７
５
０
円
、
一
部
支
給
１
万
７
４

０
円
〜
５
３
８
０
円

＊
第
３
子
以
降
加
算
額
…
全
部
支
給

６
４
５
０
円
、
一
部
支
給
６
４
４

０
円
〜
３
２
３
０
円

※
令
和
６
年
４
月
分
か
ら
改
定
さ
れ

ま
し
た
。

※
所
得
な
ど
で
支
給
停
止
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

・
支
給
月
…
５
月
、
７
月
、
９
月
、

11
月
、
１
月
、
３
月
（
前
月
分
ま

で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
児
童
育
成
手
当
（
育
成
手
当
）

●
対
象
…
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
で
、
児
童

扶
養
手
当
の
対
象
で
あ
る
児
童
を

監
護
し
て
い
る
父
、
母
、
養
育
者

※
所
得
制
限
な
ど
の
要
件
は
、
児
童

扶
養
手
当
と
異
な
り
ま
す
。

●
手
当
額
（
月
額
）

＊
児
童
１
人
に
つ
き
…
１
万
３
５
０

０
円

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
児
童
育
成
手
当
（
障
害
手
当
）

●
対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

い
が
あ
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
、

母
、
養
育
者
（
児
童
福
祉
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方
を
除
く
）

＊
「
愛
の
手
帳
」
１
か
ら
３
度
程
度

ま
で
の
児
童

＊
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
１
か
ら
２

級
程
度
ま
で
の
児
童

＊
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行
性
筋
萎

縮
症
の
児
童

●
手
当
額
（
月
額
）
…
児
童
１
人
に

つ
き
１
万
５
５
０
０
円

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

●
対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

い
が
あ
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
、

母
、
養
育
者
（
児
童
福
祉
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方
、
児
童
の
障
が

い
を
理
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
を
除
く
）

＊
身
体
障
害
…
お
お
む
ね
「
身
体
障

害
者
手
帳
」
１
か
ら
３
級
程
度
ま

で
お
よ
び
下
肢
４
級
程
度
の
一
部

の
児
童

＊
知
的
障
害
…
お
お
む
ね
「
愛
の
手

帳｣
１
か
ら
３
度
程
度
ま
で
の
児

童
＊
精
神
障
害
…
右
記
と
同
程
度
の
障

が
い
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
ス
ペ

ク
ト
ラ
ム
症
等
に
よ
り
日
常
生
活

に
著
し
い
制
限
を
受
け
る
場
合

等
）

＊
複
数
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
、

個
々
の
障
が
い
の
程
度
が
右
記
よ

り
軽
度
な
場
合
で
も
該
当
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
受
給
資
格
に
該
当
す
る
障
が
い
の

目
安
で
す
。
所
定
の
診
断
書
な
ど

の
判
定
に
よ
り
、
受
給
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
手
当
額
（
月
額
）

＊
手
当
等
級
１
級
…
５
万
５
３
５
０

円
＊
手
当
等
級
２
級
…
３
万
６
８
６
０

円
※
令
和
６
年
４
月
分
か
ら
改
定
さ
れ

ま
し
た
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

乳
幼
児
、
小
・
中
学
生
、
高
校
生

等
、
ひ
と
り
親
、
障
が
い
児
で
、
各

種
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請

す
る
こ
と
で
手
当
や
医
療
費
の
助
成

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

各
種
手
当

▽
児
童
手
当

●
対
象
…
中
学
校
修
了
前
（
15
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
）
の
児
童
を
監
護
し
て
い

る
父
、
母
、
養
育
者

●
手
当
額
（
月
額
）

＊
０
歳
〜
３
歳
未
満
（
一
律
）
…
１

万
５
千
円

＊
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
１

子
・
第
２
子
）
…
１
万
円

＊
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
３
子

以
降
）
…
１
万
５
千
円

＊
中
学
生
（
一
律
）
…
１
万
円

＊
所
得
制
限
限
度
額
以
上
所
得
上
限

限
度
額
未
満
の
方
（
一
律
）
…
５

千
円

※
所
得
が
所
得
上
限
限
度
額
以
上
の

場
合
は
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

※
監
護
す
る
子
ど
も
（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
の
う
ち
、
年
長
者
か
ら
第
１

子
、
第
２
子
と
数
え
ま
す
。

●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

※
所
得
超
過
に
よ
り
支
給
対
象
外
と

な
っ
て
い
た
方
で
、
令
和
５
年
中

の
所
得
が
所
得
上
限
限
度
額
を
下

回
る
場
合
、
６
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
５
月

中
に
申
請
が
必
要
で
す
。

▽
児
童
扶
養
手
当

●
対
象
…
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満

か
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
で
、
次
の
い
ず

れ
か
の
状
態
に
あ
る
児
童
（
児
童

福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
を

●

支
給
月
…
４
月
、
８
月
、
11
月

（
原
則
、
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め

て
支
給
）

医
療
費
助
成
制
度

▽
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度

医
療
機
関
で
支
払
う
申
請
者

と
対
象
児
童
の
医
療
費
（
保
険
診

療
の
自
己
負
担
分
）
を
助
成
し
ま

す
（
所
得
に
よ
っ
て
一
部
負
担
金

有
り
）。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
…
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
者

と
同
じ
で
、
各
種
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方

▽
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

医
療

機
関
で
支
払
う
対
象
の
乳
幼
児
の

医
療
費
（
保
険
診
療
の
自
己
負
担

分
）
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
…
乳
幼
児
（
６
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
を
監
護
し
、
各
種
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方

▽
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

度

医
療
機
関
で
支
払
う
対
象
児

童
の
医
療
費
（
保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
）
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
…
小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学

校
３
年
生
ま
で
（
15
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
の
児
童
を
監
護
し
、
各
種
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

▽
高
校
生
等
医
療
費
助
成
制
度

医

療
機
関
で
支
払
う
対
象
の
高
校
生

等
の
医
療
費
（
保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
）
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
…
高
校
生
等
（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
に
あ
る
方
）
を
監
護
し
、
各
種

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

▽
申
請
・
問
合
せ

こ
ど
も
政
策
課

手
当
助
成
係

手
当
や
医
療
費
助
成
の

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹（3） 令和６年（2024年）５月 15日


